
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  生前贈与と生命保険のハイブリッド活用プラン        

Ｑ：生命保険を使って贈与をするといいと

聞きました。どのようにするのがいいのです

か？                                           

                                              

Ａ：次のようにします。 

【解説】 

最近、生前贈与を積極的に活用して、相続

税の節税をしようとする人が増えています。 

贈与税の非課税枠110万円を活用しようと

いうものです。 

年間110万円を10年間贈与すれば1,100万円

もの財産を無税で渡すことができますし、し

かも、被相続人の相続税も減らすことができ

るということで、結構、多くの人が実践され

ているようです。 

でもここで、贈与でもらったお金をただ、

銀行に預けておくのではなく、次のような生

命保険に加入しますと、もっとメリットが出

てくる場合があります。 

契約者・死亡保険金受取人＝相続人 

被保険者＝被相続人 

こうしますと、相続人が受け取る死亡保険

金は、相続税の対象にならず、保険金受取人

の所得税の対象になるのですが、この場合に

は一時所得となって、受取人の所得にもより

ますが、一般的には、相続税の税率より低く

なるケースが多く、節税にもなり、かつ、相

続人の納税資金としても使えるということで

ダブルのメリットを享受することができます。 
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